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＜経緯＞

　茨城県の救急搬送件数は過去最多を更新し、その６割以上が大病院に集中しています
が、うち半数が軽症であり、救急医療現場が今後更にひっ迫すれば、真に救急医療を必
要とする方の救える命が救えなくなる事態も懸念されています。

　このため、茨城県では、１２月２日（月曜日）午前８時３０分から、救急車要請時の緊急
性が認められない場合に対象病院で、選定療養費が徴収されるようになります。

＜笠間市の対応＞

① 笠間市では、市内所在の茨城県立中央病院や近隣市町の病院が対象病院になって
おり、多くの市民に周知していく必要があります。茨城県ではホームページや広報紙
「ひばり」にて周知していますが、笠間市では独自でリーフレットを作成し、１１月７日
（木）の回覧文書を通して周知します。

② 救急車を呼ぶか迷う場合の相談先「おとな救急電話相談＃７１１９」、「子ども救急電
話相談＃８０００」についても、笠間市では独自でシールを作成し、１１月７日（木）から
「広報かさま」と併せて全戸配布をし、周知します。

救急搬送における選定療養費の徴収開始について
リーフレット・シールでお知らせします

▼リーフレット表 ▼リーフレット裏 ▼シール貼付イメージ

▼シール拡大イメージ


